
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年７月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月１１日 １１時５０分ごろ 

発生場所 東京都大田区東京国際空港南東方沖 

東京湾アクアライン風の塔灯から真方位０３６°１.１海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯３５°３０.４′ 東経１３９°５０.９′） 

事故の概要  油タンカー第十二近
きん

雄
ゆう

丸は錨泊中、また、遊漁船ベネトナシュⅧは

西北西進中、両船が衝突した。 

ベネトナシュⅧは、釣り客２人が負傷し、船首部外板に破損等を生

じ、第十二近雄丸は、右舷船尾部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第十二近雄丸、４,０５２トン 

   １４１８６８、横田海運有限会社 

   １０４.５２ｍ×１６.００ｍ×８.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３０９kＷ、平成２４年１２月 

Ｂ 遊漁船 ベネトナシュⅧ、４.２トン 

   ２３５－４９９０９東京都、個人所有 

   ９.０５ｍ（Lr）×２.６９ｍ×１.３３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４３kＷ、平成２４年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７０歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５７年５月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３１年３月２５日 

    免状有効期間満了日 令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日 

Ｂ 船長Ｂ ４０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１５年９月１２日 

    免許証交付日 平成３０年１０月１０日 

           （令和５年１０月２３日まで有効） 
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釣り客Ｂ１ ４８歳 

釣り客Ｂ２ ４０歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（釣り客Ｂ１及び釣り客Ｂ２） 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視程 約４km 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港で軽油約 

５０００kℓの揚げ荷役を終え、令和３年７月１０日１５時１０分ご

ろ、京浜港川崎区に向けて出港し、沖合でガスフリーを行い、翌１１

日１１時１５分ごろ、東京湾アクアライン風の塔北東方沖で錨泊し

た。（写真１参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

船長Ａは、錨泊後、周囲の状況を確認し、海上が平穏であったの

で、４時間毎に気象情報の入手などに合わせて見張りを行う予定とし

た。 

船長Ａは、荷役制御室にいたところ、１１時５０分ごろ、異音を聞

き、船尾に向かい、Ｂ船が衝突したことに気付いた。 

船長Ａは、操舵室に向かい、国際ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本

事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ｂ１及び釣り客Ｂ２、ほか釣

り客２人を乗せ、１１日０５時３０分ごろ、遊漁の目的で、京浜港川

崎区の釣り場に向けて、東京都大田区の定係地を発した。 

Ｂ船は、川崎区の扇島水路付近で遊漁をしたのち、０６時４０分ご

ろ千葉県袖ケ浦市中袖
そで

北方沖の釣り場に向かい、１１時２０分ごろ、

中袖北方沖で、遊漁を終えて帰航を始め、１１時３０分ごろ、東京国

際空港Ｄ滑走路の南西端を目標とし、針路を定めて約１６ノットの対

地速力で、西北西進した。（写真２参照） 
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写真２ 船長Ｂの操縦状況（イメージ） 

 

船長Ｂは、１１時４０分ごろ、前路に船舶の往来がないのを目視で

確認し、操舵室内の操縦席に腰を掛けた状態で自動操舵とし、操舵室

内に釣り客１人、後部甲板上に釣り客Ｂ１、釣り客Ｂ２及び別の釣り客

１人が座り、続航した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故当時の船長Ｂ及び釣り客の状況 

 

船長Ｂは、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、航行を続

けていたところ、眠気を感じて、いつしか居眠りに陥り、後部甲板に

座っていた釣り客から、危ないとの声を聞いて目が覚め、衝突の直前

に左舵一杯としたものの、１１時５０分ごろＢ船の船首部がＡ船の右

舷船尾部に衝突した。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 衝突後の状況（船長Ｂ撮影） 

 

釣り客 操舵室 

船長Ｂ 釣り客 釣り客Ｂ１ 釣り客Ｂ２
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船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

釣り客Ｂ１、釣り客Ｂ２及び釣り客２人は、来援した巡視艇に移乗し

て海上保安部の基地に運ばれ、その後救急車に搬送され、釣り客Ｂ１

が右下腿
たい

擦過傷及び右下腿打撲傷、釣り客Ｂ２が肩甲部打撲傷と東京

都内の病院で、それぞれ診断された。 

船長Ｂは、１７時００分ごろ来援した巡視艇によって、えい
．．

航され

たＢ船と共に青海ふ頭に運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照）  

 その他の事項 船長Ｂは、前路を目視した際、航行に支障となる船舶がいないと思

い、操縦席に腰を掛けた状態で自動操舵にしていたので、安堵して気

が緩み、居眠りに陥ったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、以前、眠気を感じたことが数回あったが、その際、ガム

を噛む、立ち上がるなど身体を動かして眠気を払っていた。 

 船長Ｂは、本事故当時、睡眠時間が約７時間であり、疲労を感じて

おらず、睡眠時無呼吸症候群と診断されたことがなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、東京湾アクアライン風の塔北東方沖で錨泊中、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

Ｂ船は、東京国際空港Ｄ滑走路南西端に向けて西北西進中、船長Ｂ

が、居眠りに陥り、前路で錨泊中のＡ船に向かって航行を続けたこと

から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、前路を目視した際、航行に支障となる船舶がなく、操縦

席に腰を掛けた状態で自動操舵とし、安堵して気が緩んだことから、

覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が東京湾アクアライン風の塔北東方沖で錨泊中、Ｂ

船が西北西進中、船長Ｂが、居眠りに陥り、錨泊中のＡ船に向かって

航行を続けたため、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、操縦席の椅子に腰を掛けた状態で操船中、眠気を催さな

いようガムを噛むなど居眠り運航を防止する措置を採ること。 

・船長は、航行中に眠気を催した場合、立ち上がって操船したり、

外気に当たったりするなどして居眠り運航を防止する措置を採る

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

事故発生場所 

（令和３年７月１１日 １１時５０分ごろ発生） 

衝突時のイメージ 

Ａ船（錨泊中） 

Ｂ船（西北西進中） 

中袖 

１１時３０分ごろ 

東京国際空港Ｄ滑走路 

０６時４０分ごろ 


